
軽減または
免除の割合

合 計 所 得 金 額

区 分 現　　行 減 額 後

町　長

助　役

収入役

教育長

議　長

副議長

議　員

785,000円

617,000円

583,000円

605,000円

292,000円

242,000円

226,000円

706,500円

567,640円

536,360円

556,600円

285,000円

236,000円

221,000円

【１２】

最
近
相
次
い
で
町
内
の
方
か

ら
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
歌

集
と
随
筆
集
で
す
。
六
月
に
は

合
同
歌
集
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

昨
年
も
歌
集
、
句
集
を
い
た
だ

き
、
山
田
町
の
文
化
活
動
が
活

発
な
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
実
感

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
い
た
だ
い

た
本
に
対
し
て
は
読
後
感
を
添

え
て
お
礼
状
を
出
し
た
い
と
思

い
つ
つ
、
な
か
な
か
筆
が
は
か

ど
ら
ず
礼
を
失
す
る
こ
と
に
な

り
が
ち
で
す
。
紙
面
を
お
借
り

し
て
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

「
鮭
ま
つ
り
」
も
無
事
終
了
し

ま
し
た
。
天
気
の
週
間
予
報
を

覆
し
て
二
日
と
も
好
天
に
恵
ま

れ
、
多
く
の
お
客
様
で
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。「
ア
サ
リ
ま
つ
り
」

と
共
に
す
っ
か
り
本
町
の
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
定
着
し
た
よ
う
で

す
。
た
だ
、
鮭
漁
の
方
は
大
変

不
振
で
何
と
か
こ
れ
か
ら
の
漁

に
期
待
す
る
の
み
で
す
。

今
年
も
「
町
長
室
か
ら
」
を

十
二
回
お
届
け
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
今
年
は
災
害
、
不

漁
、
冷
害
な
ど
重
な
り
良
い
年

と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
来

年
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
田
町
長
　
沼
崎
喜
一

町
長
室
か
ら

農
作
物
被
害
者
の
町
税
を
減
免

対
象
者
は
15
日
ま
で
に
申
請
を

町
で
は
、
本
年
度
の
異
常
低
温
や

日
照
不
足
な
ど
に
よ
る
農
作
物
の
被

害
者
に
対
し
て
、
町
民
税
、
国
民
健

康
保
険
税
を
減
免
し
ま
す
。
対
象
と

な
る
方
で
減
免
を
希
望
す
る
方
は
、

期
限
ま
で
に
申
請
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

▽
減
免
の
対
象
者
　
農
作
物
の
被
害

額
が
三
〇
％
以
上
で
、
前
年
の
合

計
所
得
が
一
千
万
円
以
下
（
合
計

所
得
金
額
の
う
ち
、
農
業
所
得
以

外
の
所
得
が
四

百
万
円
を
超
え

る
場
合
を
除
き

ま
す
）
の
人

※
農
作
物
の
被
害
額
は
、
減
収
に
よ

る
損
失
額
か
ら
農
業
災
害
補
償
法

の
農
作
物
共
済
金
を
控
除
し
た
金

額
で
す
。

▽
減
免
の
対
象
と
な
る
税
金

平
成
十
五
年
度
分
（
十
二
月
以
後

の
納
期
分
）
の
町
県
民
税
と
国
民

健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
で
、
農

業
所
得
分
に
か
か
る
税
額

※
町
県
民
税
が
非
課
税
の
人
や
均
等

割
額
だ
け
の
人
は
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
国
民
健
康
保
険
税
の

資
産
割
額
、
均
等
割
額
、
平
等
割

額
も
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▽
減
免
の
割
合
　
右
表
の
と
お
り

▽
申
請
方
法
　
役
場
税
務
課
、
役
場

各
支
所
に
備
え
付
け
て
あ
る
申
請

用
紙
に
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
申
請
期
限
　
十
二
月
十
五
日

▽
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
　
役
場
税

務
課
（
�
八
二
│
三
一
一
一
内
線

一
一
一
）
へ
ど
う
ぞ
。

町�役給料と議員
報酬を一部カット
町では、景気の低迷や異常気象によ

る農作物の不作など、厳しい地域経済
を踏まえ、町４役らの給料などを平成
16年１月から17年３月まで、10％から
８％の範囲で減額することにしました。
そのほか、課長などの管理職に支給

されている管理職手当（給料月額の
10％）も平成16年１月から17年３月ま
で、給料月額の８％に減額することに
しました。
町４役の給料と議員報酬の減額内容

は、下表のとおりです。

◆給料などの減額内容　　 （月額）

◆減免の割合

10分の10

10分の 8

10分の 6

10分の 4

10分の 2

300万円以下であるとき

400万円以下であるとき

550万円以下であるとき

750万円以下であるとき

750万円を超えるとき

９月25日に行われた農業委員による水稲育成調査の様子


